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　労務費、原材料費、エネルギーコスト等
のコストの上昇分を取引価格に反映せず、
従来どおりに取引価格を据え置くことは、
独占禁止法上の優越的地位の濫用の要
件の１つに該当するおそれがあり、下記の
①及び②の２つの行為がこれに該当する1)。
①労務費、原材料価格、エネルギーコスト
等のコストの上昇分の取引価格への反映
の必要性について、価格の交渉の場にお
いて明示的に協議することなく、従来どお
りに取引価格を据え置くこと
②労務費、原材料価格、エネルギーコスト
等のコストが上昇したため、取引の相手
方が取引価格の引上げを求めたにもかか
わらず、価格転嫁をしない理由を書面、電
子メール等で取引の相手方に回答するこ
となく、従来どおりに取引価格を据え置く
こと

　さらに公取委はこの問題について緊急
調査を行い、上記の①又は②に該当する
行為が行われている事例が多数あるとみ
ています。そして、これらに該当する行為が
認められた発注者４，０３０社に対し、具体
的な懸念事項を明示した注意喚起文書を
送付しました。　
　また、個別調査の結果、受注者からの値
上げ要請の有無にかかわらず、取引価格
が据え置かれており、事業活動への影響
が大きい取引先として受注者から多く名前
が挙がった発注者であって、かつ、多数の
取引先について上記の①に該当する行為
が確認された事業者についてその事業者
名を公表しました。
　問題の可能性ありとして掲載された会
社は下記です。
佐川急便株式会社、三協立山株式会社、

全国農業協同組合連合会、大和物流株
式会社、株式会社デンソー、株式会社東
急コミュニティー、株式会社豊田自動織
機、トランコム株式会社、株式会社ドン・
キホーテ、株式会社日本アクセス、株式会
社丸和運輸機関、三菱食品株式会社、三
菱電機ロジスティクス株式会社

　価格の値上げ交渉はビジネスの観点か
らはとても大変だと理解しています。法的に
も特に明らかな買いたたきの場合でない
限り違法とするのは大変です。しかし今は、
原価の反映等の正当な理由があるときに
おける値上げ交渉について世の中がサ
ポートしています。相手は無視することはで
きません。そして値上げを受けないことに
ついてのそれなりの理由を用意しなければ
なりません。

市場支配的な地位又はそれに準ずる絶対的に優越した地位である必要はない

取引の相手方との関係で相対的に優越した地位であれば足りる

甲が取引先である乙に対して優越した地位にあるとは、乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業
経営上大きな支障を来すため、甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを
得ないような場合


